
政
令
第
三
百
四
十
六
号

統
計
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
統
計
法
及
び
独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
の

施
行
に
伴
い
、
並
び
に
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
基

づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

統
計
法
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
号
ハ
及
び
第
五
条
中
「
者
」
を
「
個
人
又
は
法
人
そ
の
他
の
団
体
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
指
定
地
方
公
共
団
体
及
び
そ
の
行
う
統
計
調
査
の
届
出
の
手
続
）
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
見
出
し
を
「
（
指
定
独
立
行
政
法
人
等
及
び
そ
の
行
う
統
計
調
査
の
届
出
の
手
続
）
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
を
削
る
。

第
十
三
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」
に
、
「
は
っ
て
」
を
「
貼
っ
て
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
三
十
四

条
」
を
「
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
票
情
報
の
提
供
を
求
め
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十

六
条
」
を
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
受
託
独
立
行
政
法
人
等
」
を
「
独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ



ー
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十
六
条
」
を
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第

一
号
中
「
千
八
百
五
十
円
」
を
「
千
九
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
八
千
五
百
円
」
を
「
四
千
四
百
五
十
円
」
に

改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
か
ら
ハ
ま
で
」
を
「
又
は
ロ
」
に
改
め
、
イ
を
削
り
、
同
号
ロ
中
「
前
項
第
二
号
ハ
」
を
「
第
一
項

第
二
号
イ
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を
同
号
イ
と
し
、
同
号
ハ
中
「
前
項
第
二
号
ニ
」
を
「
第
一
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
、
同
号
ハ

を
同
号
ロ
と
し
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
第
三
十
四
条
」
を
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項

第
一
号
中
「
五
千
九
百
円
」
を
「
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
か
ら
ニ
ま
で
」
を
「
又
は
ロ
」
に
改
め
、
イ
及

び
ロ
を
削
り
、
同
号
ハ
中
「
光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
六
及
び
Ｘ
六
二
八
一
に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装
置
で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
限
る
。
）
」
を
「
前
項
第
二
号
イ
の
光
デ
ィ
ス
ク
」

に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
イ
と
し
、
同
号
ニ
中
「
光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
四
一
に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装
置
で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
限
る
。
）
」
を
「
前
項
第
二
号
ロ
の
光
デ
ィ
ス
ク

」
に
改
め
、
同
号
ニ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

法
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
機
関
の
長
が
行
っ
た
統
計
調
査
に
係
る
調
査
票
情
報
の
提
供
を
受
け
る

者
が
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。



一

調
査
票
情
報
の
提
供
に
要
す
る
時
間
一
時
間
ま
で
ご
と
に
四
千
四
百
円

二

調
査
票
情
報
の
提
供
に
関
す
る
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
方
法
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
六
及
び
Ｘ
六
二
八
一
に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ

ス
ク
の
再
生
装
置
で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
限
る
。
）
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

一
枚
に
つ
き
百
円

ロ

光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
四
一
に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装
置

で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
限
る
。
）
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

一
枚
に
つ
き
百
二
十
円

三

調
査
票
情
報
の
送
付
に
要
す
る
費
用
（
当
該
送
付
を
求
め
る
場
合
に
限
る
。
）

第
十
三
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
統
計
法
及
び
独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
一
年
五

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

統
計
法
及
び
独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
統
計
法
第
三
十
三
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
調
査
票
情
報
の
提
供
に
係
る
手
数
料
の
額
を
定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


